
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

災害で負傷または住居･家財に被害を受けた世帯の世帯主で､一定の所得要

件を満たしている方に対し､生活再建の資金貸付を行います(事務所･借家の建

物などの事業用財産は対象外)｡ 

■対象者 災害により負傷または住宅､家財に被害を受けた方 

■期間 ４月１８日(月)～当分の間 ９時～１７時 

■場所 市役所本庁舎１階 福祉課 

■貸付限度額 最高３５０万円（負傷または住宅の被害程度に応じて） 

■償還期間 １０年（内３年間据置）  ■利率 ３％ 

■連帯保証人 市内在住の連帯保証人が１人必要です 

■貸付時期 貸付決定者に直接お知らせします 

問 福祉課福祉総務班 ℡８２－１１１１ 内線１１７２～１１７４ 

災害弔慰金 
 災害により亡くなられた市民の遺族に対し､支給します｡ 

■受給遺族 配偶者､子､父母､孫､祖父母 

■弔慰金額 ア.生計を主として維持していた方が死亡した場合 ５００万円 

イ．その他の方が死亡した場合 ２５０万円 
 

災害障害見舞金 

災害により精神や身体的に重度の障害を受けた市民に対し､支給します｡ 

■受給者 災害により重度な障害を受けた方 

■弔慰金額  ア．生計を主として維持していた方が重度の障害を受けた場合 

２５０万円  イ．その他の方の場合１２５万円 
 
●支給時期 未定 

●受付期限 ４月４日(月)～当分の間 ９時～１７時 

●場所 市役所本庁舎１階 福祉課 
問 福祉課福祉総務班 ℡８２－１１１１ 内線１１７２～１１７４ 

ひがしまつしま 

被災者生活再建支援制度の申請受付を次のとおり実施します｡ 

■集中受付期間 ４月２０日(水)～２９日(金･祝) 

※集中受付期間以降の申請は､本庁舎２階震災復旧対策室で行います｡ 

■受付時間 ９時～１７時  ■場所 日程表のとおり 

■対象 り災証明書により｢全壊｣･｢大規模半壊｣に判定を受けた世帯｡ 

 その他の対象世帯：①住宅が半壊または住宅の敷地内に被害が生じ､ 

その住宅を｢やむを得ず解体｣した世帯｡   ②災害による危険な状態が 
 ◆集中受付日程◆ 

追加受付を行います｡ただし､ひびき 
工業団地およびグリータウンやもとの 
第一次入居の抽選には入りません｡ 
■対象 今回の災害で住家が流失･全 

壊または大規模半壊で､居住する家 
がなく､自己の資力では住宅の確保 
が困難な世帯 

■募集住宅 プレハブ住宅､雇用促進 
住宅､市外の民間賃貸住宅(全て応 
急仮設住宅の扱い､入居期間は原則２年間) 

■受付期限 ４月２５日(月)～５月２日(月) ９時～１７時 
■場所 市役所本庁舎１階 福祉課 
■必要なもの り災証明書･印鑑 (印鑑がない方は拇印で可) 
※応急修理制度を活用し､住宅修理した方は申し込みできません｡ 
※ペットについては要望が多かったため､第１次申し込みから自己責任で衛

生管理と近隣トラブルの解決を条件に｢可｣とします｡ 
問 福祉課福祉総務班 ℡８２－１１１１ 内線１１７２～１１７４ 

がんばろう!! ひがしまつしま 

市報ひがしまつしま号外 
 平成２３年４月１８日発行 

編集と発行 
東松島市総務課秘書広報班 ℡８２-１１１１ 
〒９８１-０５０３ 宮城県東松島市矢本字上河戸３６-１ 

■代表メールアドレス koho @ city．higashimatsushima．miyagi．jp 
■市ホームページ http://www．city．higashimatsushima．miyagi．jp/ 
■市携帯サイト http://www． city．higashimatsushima．miyagi．jp/k/ 

 

だんだんと暖かい季節になり､より食中毒への注意が必要な季節になりま

す｡家庭などで備蓄している食品の状態を､改めて確認ください｡ 

◎保管場所は 

できれば冷蔵庫､なければ涼しい場所に保管し､食品が傷みにくい工夫をしま

しょう｡ 

◎調理済み食品の取り扱いは 

食べ残しの食品は食中毒予防のために､早めに食べきりましょう｡ 

◎消費期限が切れたら 

消費期限を過ぎたものは､極力食べない方が良いでしょう｡食品の腐敗は､目

で見たり､匂いで感じたりする場合もありますが､食中毒菌は五感で判断する

ことはできません｡ 

問 健康推進課健康指導班 ℡８２－１１１１ 内線３１０１ 

※用紙の都合上発行部数を少なくしていますので､周りの方にもお知らせください｡ 

■主な内容 
震災支援のお知らせ 
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被災者生活再建支援制度の申請受付を２０日から開始 

市携帯サイト 

●市報ひがしまつしまは４月から月２回発行になります｡次号は５月１日発行予定です。 ■問 総務課秘書広報班 電話８２－１１１１ 内線１２１２ 

月 日 曜日 該当地区 会 場 
２０日 水 矢本東･西､大塩､大曲浜 
２１日 木 大曲(大曲浜地区除く) 
２２日 金 赤井 

本庁舎 １階 
(１０１会議室) 

２３日 土 小野 
２４日 日 野蒜･宮戸 

鳴瀬庁舎１階 
(ロビー) 

２５日 月 矢本東･西､大塩､大曲浜 
２６日 火 大曲(大曲浜地区除く) 
２７日 水 赤井 

本庁舎 １階 
(１０１会議室) 

２８日 木 小野 
２９日 金･祝 野蒜･宮戸 

鳴瀬庁舎１階 
(ロビー) 

 
 
 
４ 
 
 
 
 
月 
 
 
 

３０日 
以降 

土 
 

全地区  本庁舎２階震災復旧対策室で受け付
けします(当分の間毎日受け付け) 

 

継続し､住宅に｢居住不能な状態が長期間継続｣している世帯｡ 

■支給額 ①基礎支援金(被害程度に応じて支給) ｢全壊｣の世帯は １００万円､｢大

規模半壊｣の世帯は ５０万円｡ ※半壊などで解体した場合 １００万円支給｡ 

 ②加算支援金(再建方法に応じて支給する支援金) ｢建設･購入｣は ２００万円､｢補

修｣は １００万円､｢賃借(公営住宅以外)｣は ５０万円｡ 

 ※①② 世帯人数が１人の場合は､支給金額の３/４の額｡ 

■必要な書類 ①り災証明書 ②振込口座の通帳またはキャッシュカード(通帳など

は世帯主のもの｡ただし､世帯主が死亡又は行方不明の場合は､世帯の代表者) 

 ③住宅の建設･購入､補修､賃借する場合は､確認できる契約書の写しなど 
問 震災復旧対策室 ℡８２－１１１１ 内線１４２２～１４２５ 

第１次 応急仮設住宅入居申し込み締め切りは１８日まで 

今回の災害で全壊･大規模半壊･半壊した住宅を市が業者に依頼し､一定範囲

内で応急修理する制度です｡申請内容については､市報ひがしまつしま４月１５日

号で､お知らせしていましたが､被災者生活再建支援制度の集中受付と合わせ､左

記日程のとおり実施します｡ 
■必要なもの り災証明書･印鑑 (印鑑がない方は拇印で可) 
問 震災復旧対策室 ℡８２－１１１１ 内線１４２２～１４２５ 

住宅の応急修理制度の申請受付もあわせて開始 

これからの季節 食中毒に注意しましょう 

 

応急仮設住宅入居の追加申し込みは２５日から 

▲第３次着工で１６０戸が追加建設予定 
 (大塩グリーンタウンやもと内) 

【至急回覧願います】 読み終えたら、すぐ回覧にご協力ください｡ 
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災害弔慰金･災害障害見舞金の申請受付中 
 

災害援護資金貸付の受け付けを開始します 
 災害で負傷または住居･家財に被害を受け



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

被災市街地における建築制限 (建築基準法第８４条第１項に基づく) 
宮城県では４月７日から､東日本大震災で壊滅的な被害を受けた被災地を対象

に､建築基準法に基づき､５月１１日まで建築制限をかけると発表｡目的は､復旧･復

興にあたって無秩序な建物の建築の防止です｡ 

県が建築制限の対象とする自治体は､東松島市､気仙沼市､名取市､南三陸町､

女川町の計５市町(石巻市は独自制限)､具体的な対象区域は県で告示しています｡ 

■期間 ４月７日(木)～５月１１日(水) 

■対象区域 津波で建築物が大規模に流出した地域 (大曲浜･野蒜地区) 

■禁止建築物 郵便局や官公庁の建物など公的施設の仮設建築物や､工事用の

仮設事務所などを除いた建築が禁止 

※詳しくは県土木部建築宅地課建築指導班まで問い合わせください｡ 

問 県土木部建築宅地課建築指導班 電話０２２－２１１－３２４３ 

震災で被害を受けた方への相談窓口を開設しています｡ 
■場所 本庁舎１階正面玄関ロビー 
■時間 ９時～１７時 
■内容 震災被害に関する各種相談 
問 災害対策本部 ℡８２－１１１１ 内線１４３７ 

災害相談窓口 

デマ･流言･チェーンメールにご注意ください！  事実無根の情報やうわさに振り回されず､根拠のある正しい情報に基づいて行動しましょう｡ 

●２４時間体制の救急患者診療病院 
■真壁病院 ℡８２－７１１１   ■石巻赤十字病院 ℡２１－７２２０ 

■仙石病院(泌尿器科､脳神経外科)  ℡８３－２１１１ 

手話通訳を必要とする方にお知らせ 
●手話通訳員を配置します 
 聴覚障害者で手話通訳が必要な方に､り災証明書発行や応急仮設住宅入

居申込手続を行う際のコミュニケーション支援の手話通訳員を配置します。 

必要とする方は､この期間内にご利用ください。 

 ■配置場所 市役所本庁舎内 

 ■配置期間 ４月１６日(土)～２３日(土) 
 
●手話通訳員が避難所を巡回します  
 ■巡回期間 ４月２４日(日)～５月１３日(金) 
問 福祉課障害福祉班 ℡８２－１１１１ 内線１１７８･１１７９･１１９１ 

現在､受信機（旧矢本町地区分）の在庫がなく､発注していますので､しばら

くお待ちください｡なお､旧鳴瀬町地区の受信機は在庫が少しあり､本庁舎と鳴

瀬庁舎で配布しています。 
問 防災交通課防災交通班 ℡８２－１１１１ 内線１１６５ 

防災行政無線戸別受信機（旧矢本町地区）は在庫不足 
休日診療担当医院のお知らせ 
■医院 矢本地区／鳴瀬地区(医院名･電話番号) 

４月２４日(日) うつみレディスクリニック ℡８４－２８６８ 
４月２９日(金･祝) わたなべ整形外科 ℡８４－２３２３ 
５月１日(日) ししど内科クリニック ℡８３－８８３０ 
５月３日(火･祝) 加藤医院 ℡８２－２０３０ 
５月４日(水･祝) 永沼ハートクリニック ℡８２－６６８０ 
５月５日(木･祝) 藤野整形外科 ℡８３－２１２１ 
５月８日(日) みやぎ東部循環器科 ℡８２－９９３０ 

市では､宮城県司法書士会石巻支部所属の司法書士による出張法律相談窓

口を開設します｡被災後のさまざまな生活に関する相談に､２人の司法書士が応

じます｡ 

■相談内容 被災した借家･借地関係や家賃支払い､住宅ローンなどの債務､勤

務先との雇用関係､相続手続きなど 

■相談日時 ４月２２日(金)、２９日(金・祝) １３時～１６時 

■料金 無料。今回の出張相談に限り予約は不要です 

■場所 市役所本庁舎西側 駐車場内プレハブ事務所 

問 総務課総務班 ℡８２－１１１１ 内線１２１７ 

 

司法書士出張無料法律相談 

震災被害を受け避難所以外にいる方で､購入が困難な方に生活物資の配

布を行っています｡ 

■配布場所･時間･物品 

 ●市民体育館 ９時～１６時 紙おむつ(大人･子ども)､粉ミルク､生理用品など 

 ●矢本子育て支援センター｢ほっとふる｣ ９時～１６時 寄付された衣類 

※４月１８日以降は平日のみの受付になります｡ 

生活物資の個人向け配布のお知らせ 

事業活動に支障をきたしている中小企業者の資金繰りなどに関する相談に

対応するため、出張相談会を開催します。 

■日時 ４月２１日(木) １０時～１５時 

■対象 市内事業主 

■場所 市商工会 ３階会議室 

■相談内容 災害復旧対策資金(東日本大震災災害対策枠や県制度融資説明) 

一般経営相談(資金繰り、各種支援制度の紹介など) 

■主催 県経済商工観光部商工経営支援課 ℡０２２－２１１－２７４４ 
問 市商工観光課商工政策班 ℡８２－１１１１ 内線２１６３･５１５１ 

被災した市内事業者向けの出張経営相談会 
 

離職や休業に伴う雇用保険の受給手続き･職業相談｡被災により会社が休業･

廃止を余儀なくされた場合の雇用調整助成金や労働条件･労災補償などの相談

を行います｡ 

 社会福祉協議会による「緊急小口資金」の手続きについても同時に行います｡ 

■開催日 ●４月２１日(木) １０時～１６時 (矢本地区で雇用されている方) 

●４月２２日(金) １０時～１６時 (鳴瀬地区で雇用されている方) 

※対象日に都合の悪い場合は､対象日以外での参加も可能です。 

■開催場所 ●４月２１日の矢本地区は 市老人福祉センター 集会室 

●４月２２日の鳴瀬地区は 市商工会鳴瀬支所 ２階会議室 

■主催 宮城労働局､日本年金機構､社会福祉法人 市社会福祉協議会､市商工

会、市商工観光課 

問 商工観光課商工政策班 ℡８２－１１１１ 内線２１６３･５１５１ 

 

被災事業所に勤務する従業員の雇用保険などの相談会 

市では、震災に伴う拾得物の返還を行っています。 

■受付期間 ４月１２日(火)～３０日(土) まで毎日実施 
 
○貴重品関係 

■公開時間 ９時～１２時 

■場所 小野保育所 (住所：小野字中央３８－２) 

■返還方法 拾得物のリスト(所有者が判明している物件の所有者氏名のみ)を

現地で公開。該当物件は本人確認の上で引き渡します 
 
○写真・位牌関係 
■公開時間 ９時～１２時 

■場所 西福田地区体育館 (住所：西福田字古堂２６) 

■返還方法 物件を各自で自由に閲覧していただき、該当物件があった場合

はその場で持ち帰りいただきます 

※金庫・高額現金は石巻警察署会計課(℡９５－４１４１)で対応していますの

で、該当すると思われる方は問い合せください。 
問 防災交通課防災交通班 ℡８２－１１１１ 内線１１６２・１１６３ 

被災地拾得物の返還 
 

石巻免許センターでは､運転免許業務を一部(運転免許の再交付のみ)再開｡ 

通常の更新手続きは行っていませんので、更新される方は古川または泉の

運転免許センターで手続きしてください｡ ※通常業務の再開予定は未定｡ 

■実施日時 ４月１３日(水)～ ９時～１５時 

■再交付申請書類 ●写真１枚(縦３cm､横２．４cm､６カ月以内に撮影したもの) 

免許センター内でも撮影可(有料) ●身分を証明できる書類 (住民票､健康保険

証､学生証､パスポートなど) ●印鑑 (認印) ●再交付手数料３，６５０円(被災さ

れた方は申し出で減免･無料)  

※再交付の免許証は１週間後に交付 (即日交付はなし)｡ 

問 宮城県運転免許センター 電話０２２－３７３－３６０１ 

石巻運転免許センター免許再発行業務の再開
２０１１/０４/１６ 

弁護士による各種相談会を開催します｡ 

■日時 ４月２９日(金・祝)～３０日(土) １０時～１６時 

■場所 ●４月２９日(金・祝) 市役所本庁舎西側 駐車場内プレハブ事務所 

 ●４月３０日(土) 鳴瀬庁舎２階 ２０１会議室 

■料金 無料｡事前予約は必要ありません 
問 仙台弁護士会 ℡０２２－２２３－２３８３ 

弁護士相談会の開催 
 

郵便局への「転居届」を忘れずに 
 郵便物の確実な郵送のため､新しい転居先または避難先に引越しした場

合､郵便局への「転居届」が必要です。郵便物の転送期間は､届出から１年間

です(期間延長可)。 

■「転居届」の届出先 近くの郵便局の窓口へ提出または郵送。郵便事業㈱

ホームページ「ｅ転居」からも申し込みできます 

■届出に必要なもの １．印鑑 ２．本人確認できる書類(運転免許証、各種

健康保険証など) 

問 郵便事業㈱石巻支店(石巻郵便局内) ℡９５－４０５１、９５－４０５５ 

鳴瀬郵便局 ℡８７－２１６０  大塩郵便局 ℡８２－４１９５ 

郵便事業株式会社ホームページ「ｅ転居」 

URL: http://welcometown.post.japanpost.jp/etn/ 


